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解体工事現場における行程管理制度の確認実施について 

 
 実施期間： 平成２９年１月１９日（木曜日）～同年２月１６日（木曜日） 
 実施範囲： 都内２３区内で、１２月中に建設リサイクル法に基づく解体工事の届出（通

知）があったもの 
 実施方法： 解体工事現場での確認・実査  
 実施件数： １０件／１０件（うち立入検査件数は５件） 
 実施体制： ２名 
 実施結果： 別紙参照 

 〇 行程管理制度に基づく対応が必要である認識 有  １０件／１０件 
〇 行程管理票の有無について 有   ４件 
               確認中 １件 

                      無   ５件 
 考  察：〇 東京都に届出を行う大規模な解体工事現場（大手解体業者が施工主）に

おいては、行程管理制度が遵守されている状況にある。 
      〇 施主に所有権がある業務用冷凍空調機器に対しては当然ながら回収が実

施されているが、テナントが置き去りにしていった業務用冷凍空調機器に

ついても、施主がフロン回収を実施している。 
      〇 立入検査において、書面等の確認を実施するが、現場に設置されていた

機器の台数とあっているかどうかは不明である。（現場作業を止める時間を

最小限にして実施しなければならない立入検査では、建物全体の機器確認

に時間を割いていられない。） 
      〇 建リ法に基づき建築物解体として届け出のあった現場全てがフロン排出

抑制法対応（業務用冷凍空調機器からのフロン回収）必須の工事ではない。 
 
そ の 他：〇 ５月と１０月に実施する建リ法との合同パトには、国土交通省の同行が

あるが、フロン排出抑制法所管部署の同行は一度もない。 
     〇 当該期間中に、特定行政庁に届け出のあった小規模な現場に対しても数

件立入検査等を実施している。現場での取組状況は以下のとおり。 
・家電リサイクル法やフロン排出抑制法に基づき、解体工事現場で行わな

ければならない事項への理解は、５割程度である。 
・廃棄物処理法や大防法（アスベスト処理）に対しては理解度が高い。 
・現場では下請け・孫請けが対応することが多く、明確な状況（対象機器

の有無・対象機器への対応等）が確認できない。 
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 現場一覧及び実施結果                                                      別紙 

番号 場所 規模 元請 工事内容
該当機器
の有無

台数計
行程管理
票の有無

状況
（行程管理票がなかった理由等）

① 江東区 7 千㎡ Ａ 倉庫（上物のみ）解体工事 無 - -
常温対応の倉庫３棟の解体
常温対応のため業務用空調機器設置無

② 中央区 14 千㎡ Ｂ 建物（事務所等）解体工事 有 81 台 有 -

③ 新宿区 14 千㎡ Ｃ 公共施設（研究所）の解体工事 有 55 台 有 -

④ 品川区 32 千㎡ Ｄ 建物（宿泊施設、ホール等）の解体工事 無 - -
2015年11月に建物所有者によって回収済み（機
器に“済”の表示有）

⑤ 千代田区 18 千㎡ Ｄ 建物（事務所、講習会場等）解体工事 有 確認中 有

隣接する建物との共有部があり、設置されてい
る空調機器の所有権（どちらが廃棄等実施者に
なるか）を確認中。隣接する建物も一緒に解体
（29年2月～）。

⑥ 港区 19 千㎡ Ｅ 事務所等解体工事（変更届） 有 7 台 有 28.10.20に立入検査済み

⑦ 新宿区 2 千㎡ Ｆ 地下階（駐車場・機械室)及び基礎の解体工事 無 - -
地上階は２年前に解体し、その際、残存物品も
撤去済み。現在は地下階の空間のみ（新築用途
が決まったため、地下階と基礎を解体)

⑧ 新宿区 10 千㎡ Ｇ 建物（宿泊施設、飲食スペース等）の解体工事 有 108 台 有
テナントが残置した冷凍冷蔵機器についても回
収を実施

⑨ 江東区 0 千㎡ Ｈ 増築を伴う建屋関係の工事 無 - -
大型チラーのオーバーホールを別工事で実施
（充填証明書・回収証明書確認済み）

⑩ 新宿区 14 千㎡ Ｉ
イベントホール等の新設に伴うスペース確保の
ための建物の一部解体工事

無 - -

地下部及び１階部にイベントスペース新設のた
め、既存の駐車スペースやテナントスペース
（スポーツジム）を解体。個別に業務用空調機
器等の設置無。
主たる空調設備は地域冷暖房  



現場で確認した「設置機器事前確認書」及び「引取証明書」 

   
  

行程管理票については、施主や施工主で用意することはほ

とんどなく、充填回収業者が用紙（白紙若しくは充填回収

業者欄記載済）を取次者に渡し、取次者から施主に渡して

もらって、施主に廃棄等実施者欄に記載をしてもらって交

付をされている状況が多い。 



建設リサイクル法に基づく解体の届出の例           届出と一緒に添付される分別解体等の計画等の様式 

     

 

↓ 実際の記載の例 ↓ 

この欄に 
業務用冷凍空調機器のフロン回収

と家電リサイクル法の処分をチェ

ックできるようにする 
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